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● 

令
和
8
年
１
月
１
日
現
在
、
敦
賀
市

に
住
所
が
あ
る
方
で
、
昨
年
１
年
間

に
何
ら
か
の
収
入
が
あ
っ
た
方

● 

収
入
が
全
く
な
か
っ
た
方
ま
た
は
失

業
保
険
、
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
の

収
入
の
み
の
方
で
、

▼
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
、介
護
保
険
（
65
歳
以
上
）

に
加
入
し
て
い
る
方
ま
た
は
加
入

予
定
の
方
な
ら
び
に
そ
の
世
帯
主

▼
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
児
童

手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方

ま
た
は
受
け
る
予
定
の
方

▼
障
害
者
福
祉
・
高
齢
者
福
祉
に
関

し
て
、
所
得
に
応
じ
て
助
成
額
等

が
変
わ
る
制
度
を
利
用
さ
れ
る
方

▼
令
和
8
年
度
に
市
内
の
幼
稚
園
・

認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所
に
在
園

す
る
園
児
（
予
定
も
含
む
）
の
保

護
者
の
方
ま
た
は
小
規
模
保
育
事

業
を
利
用
さ
れ
る
児
童
（
予
定
も

含
む
）
の
保
護
者
の
方

● 

税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
方

● 
１
カ
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、

勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
「
給
与
支
払

報
告
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

● 

公
的
年
金
収
入
の
み
で
、
各
種
控
除

を
受
け
な
く
て
も
市
・
県
民
税
の
か

か
ら
な
い
方

● 

令
和
7
年
分
源
泉
徴
収
票
（
給
与
、

年
金
収
入
が
あ
る
方
）

● 

申
告
す
る
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類

＋
運
転
免
許
証
な
ど

● 

収
支
内
訳
書
、
帳
簿
、
必
要
経
費
の

領
収
書
（
営
業
等
、
農
業
、
不
動
産

収
入
の
あ
る
方
）

※
事
前
に
収
支
を
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
領
収
書

等
支
払
額
が
確
認
で
き
る
も
の

● 

国
民
年
金
保
険
料
・
小
規
模
企
業
共

済
・
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
の

控
除
証
明
書

● 

医
療
費
控
除
明
細
書
（医
療
費
等
を

事
前
に
集
計
し
た
上
で
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
）

● 

身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
・
療
育
手
帳
（
ま
た
は

障
害
者
に
準
ず
る
と
し
て
市
町
村
長

が
交
付
し
た
認
定
書
）

● 

寄
附
金
受
領
証
明
書

申
告
す
る

必
要
の
な
い
方

申
告
に
必
要
な
も
の

申告期間 ２月16日㈪～３月16日㈪２月16日㈪～３月16日㈪  ９時～16時９時～16時

　所得税などの確定申告 　敦賀税務署

　市・県民税

　国民健康保険税の申告
　敦賀市役所１階オープンスペース

　農業所得の申告

　会場：JA福井県敦賀支店

　※�午前、午後各15組までの受付と

なります。

　●２月16日㈪～２月18日㈬

　　 ▶対象地区：粟野地区の農業所得者

　●２月19日㈭、20日㈮、24日㈫、25日㈬

　　 ▶対象地区：粟野地区以外の農業所得者
　　　　　※25日㈬のみ全地区対象

正しく、忘れずに正しく、忘れずに

申
告
が
必
要
な
方

▶会場は大変混雑しますので、郵送申告または電子申告にご協力ください。
▶�電子申告は、パソコン、スマートフォンからマイナンバーカードを利用

して申告できます。
▶右の二次元コードから申告ください。

市・県民税、国民健康保険税の申告について

問
い
合
わ
せ
先　
敦
賀
税
務
署 

          　
  

☎
22
・
１
０
１
０

確
定
申
告
に
つ
い
て

申告が必要か確認しましょう

給与収入が2,000万円を超える

給与以外の所得がある 市・県民税の申告が必要です

所得金額が所得控除合計

額を超える

医療費控除などの控除の

追加がある

勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出さ

れている（勤務先で確認してください）

源泉徴収票に源泉徴収税

額の記載がある

給与所得の源泉徴収票に

源泉徴収税額の記載がある

会社で年末調整をした（勤務先が2カ所以上で合

算している場合は「はい」へ）

確定申告が必要です

申告は不要です

はい

はい

はい

はいいいえ

いいえ
いいえ

いいえ

はい
はい

はい

い
い
え

確定申告が

必要です

市・県民税の申告が

必要です

所得金額が所得控除合計額を超える

はい いいえ

公的年金収入が

400万円を超える

確定申告が必要な場合もあります。

税務署にお問い合わせください。

公的年金などの収

入以外の所得あり

扶養控除や医

療費控除など

の控除の追加

がある

申告は不要

です

公的年金などの収

入以外の所得が

20万円を超える

確定申告が

必要です

源泉徴収票に源泉

徴収税額の記載が

ある

右ページ「申告が必要な方」に該当す

る場合、市・県民税の申告が必要です

市・県民税の申

告が必要です

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

い
い
え

い
い
え

確定申告が必要です 下記のいずれかに該当する

・１カ所からの給与収入とそれ以外の20万円を超える所得がある

・2カ所以上から給与があり、年末調整されていない給与収入と

 他の所得の合計が20万円を超える。

い
い
え

主に給与収入があった方

営業・農業・不動産収入などが

あった方

主に年金収入があった方

収入なしの人、非課税所得のみ

（失業保険、遺族年金、障害年金

等）があった方

※土・日祝除く※土・日祝除く

はい

は
い

は
い

はい

い
い
え

いいえ

はい

いいえ

税税の申告の申告

税理士による
無料相談

確定申告

2/16㈪～19㈭
税全般

2/20㈮
場所

市役所1階
オープンスペース

■�

敦
賀
税
務
署
の
申
告
会
場
の
受
付
時

間
が
変
わ
り
ま
す

■�

自
宅
な
ど
で
い
つ
で
も
申
告

　
申
告
相
談
の
受
付
期
間
は
、
令
和
８
年
２
月

16
日
㈪
か
ら
３
月
16
日
㈪
（
平
日
）
で
す
。

※�

申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
、「
入
場
整
理
券
」

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前

予
約
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
会
場
に
お
い
て

当
日
受
付
も
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
当
日
の

相
談
枠
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
と
お
持
ち
の
ス

マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
自
宅

な
ど
か
ら
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
書
な
ど
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
受
付
時
間

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

ウ
ン
ト
友
だ
ち
登
録
は
こ
ち

ら
か
ら
▼

ス
マ
ホ
を
利
用
し
た
申
告
は

こ
ち
ら
か
ら
▼

開設期間
2/16 ㈪ ~
2/27 ㈮
受付時間
9:00~

12:30 ※

受付時間
9:00~

16:00 ※

開設期間
3/2 ㈪ ~
3/16 ㈪

問い合わせ先　
税務課　☎２２－８１０６


